
新入生 保護者各位 

 

奨学のための給付金（新入生に対する前倒し給付）について 

 

 

 

 

 

◆申請について 

○奨学のための給付金は、６月下旬～７月上旬にご案内を予定しています。（以下「通常

申請」） 

○「通常申請」の給付額の１／４を先に給付する制度が、今回ご案内の「新入生に対する

前倒し給付」（以下、前倒し給付） 

○前倒し給付を申請される方は、下記までお問合せください。（申請締め切り５月２５日） 

 

◆問い合わせ先 

  淀川清流高等学校 事務室 菅井 

  ０６－６３２８－２３３１   ８：３０～１７：００ 

・この給付金は生活保護受給世帯又は住民税非課税世帯が対象です。 

・上記以外のご家庭は対象外です 

 










